
あいち農業農村多面的機能委員会
（旧：あいち農地･水保全管理委員会）

開催要領の改正について

資料２



○平成１９年度から始まった「農地･水･環境保全対策事業」において、

実施要綱上で定められている第三者機関として、「あいち農地･水･

環境保全委員会」を設置。

○平成２３年度から「農地･水保全管理支払事業」に改正されたことに

伴い、第三者機関は「あいち農地･水保全管理委員会」に名称変更。

○平成２６年度の制度移行により「農業農村多面的機能支払事業」に

改正されたことから、今回、「あいち農地･水保全管理委員会」から

「あいち農業農村多面的機能委員会」への名称変更並びに所掌事務の

活動名称について見直し。



○開催要領を一部改正し、所掌事務と委員会名称を変更

○平成２６年度の制度改正により、地域共同で行う、多面的機能を
支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る
活動について組替・拡充され、「多面的機能支払制度」がスタート

改正後 改正前

委員会名称 あいち農業農村多面的機能委員会 あいち農地･水保全管理委員会

所掌事務 多面的機能活動に関すること 農地･水保全管理活動に関すること

　■開催期間　　平成２９年３月３１日まで






